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図表４－ ７ ミクロ指標案 
評価軸 指標（例） 把握 1) 必要追加項目 

収集コスト × 

中間処理コスト × 

資源化コスト × 

インプ
ット指
標 

コスト 

最終処分コスト × 

廃棄物会計基準による算出 
(収集・処理トン当たり) 

収集効率
性 

直営・委託別収集 1t 当たりコスト・
1人当たりコスト 

×  

中間処理
効率 

施設別、処理量 1t 当たりコスト・1
人当たりコスト 

×  

資源化効
率 

品目別資源回収量 1t 当たりコス
ト・１人当たりコスト 

× ルート情報を追加 

アウト
プット
指標 

最終処分
効率 

最終処分量 1t 当たりコスト・１人当
たりコスト 

  

細組成毎１人１日当たり排出量 × ごみ細組成調査が必要 排出量 

資源化品目別回収率 × ごみ細組成調査と資源回収量により算出可
能 

生活系１人１日当たり再生利用量 × 生活系・事業系内訳が必要 

事業系１人１日当たり再生利用量 × 生活系・事業系内訳が必要 

マテリアルリサイクル歩留まり × 資源回収量÷収集量 

ごみ 1t あたり発電電力量 ×  

再生利用 

ごみ 1t あたり熱回収量 ×  

中
間
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標 最終処分 最終処分形態別１人１日当たり最終

処分量(直接埋立・焼却残渣・その他
処理残渣) 等 

○  

最終ア
ウトカ
ム指標 

環境負荷 
 

プロセス毎の処理ｔ当たりの環境負
荷、コスト当たりの環境負荷 

×  

 

２）データベースを活用した標準的な廃棄物処理システムの提示（第二段階） 

国や都道府県は各市町村から収集したデータをもとにデータベースを構築し、データベース

を解析することによって地域特性により類型化された市区町村毎のベストプラクティスや平

均的な市町村を整理する。 

これら市区町村データを基に、国全体として目指すべき姿などを勘案しつつ、市区町村が自

地域の廃棄物マネジメントを改善する上で一つの目標となる標準的な分別収集区分、処理・資

源化方法を提示する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        図表４－ ８ 標準的な分別収集区分、処理・資源化システムの提示（案） 

データベース 

市区町村類型１ 

市区町村類型２ 

市区町村類型３ 

ベストプラクティス

アベレージ

ベストプラクティス

アベレージ

ベストプラクティス

アベレージ

国
全
体
と
し
て
目
指
す
べ
き
姿 

類型１ 

標準的システム 

類型２ 

標準的システム 

類型３ 

標準的システム 
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３）マスタープラン（一般廃棄物処理基本計画）作成（第三段階） 

     市区町村は、ベンチマーキングデータベースシステムによる類似市区町村間比較や国が示す

標準的なシステムを参考としつつ、自地域の廃棄物マネジメントの改善を実施していくことと

なる。 

     市区町村が廃棄物処理システムの変更を行う際には、何らかの計画で変更を位置付けること

が一般的である。市区町村の廃棄物処理関係の計画については、一般廃棄物処理計画(基本計

画・実施計画)、循環型社会形成推進地域計画、容器包装分別収集計画などがあるが、市町村

の廃棄物処理に関する計画で最上位となる一般廃棄物処理基本計画において検討を行うこと

が最も望ましい。 

     一般廃棄物処理基本計画策定についての手順及び概要を図表４－ ９に示す。 

 

４）施策の点検・見直し 

     廃棄物減量化等目標値の達成や廃棄物処理システムの構築にあたっては、基本計画に基づき

施策を展開していくこととなるが、施策の点検・見直しを行い継続的な改善を行うシステムを

構築することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－ ９ 一般廃棄物処理基本計画における検討事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現状把握と課題の抽出 
○類似市町村間比較(自地域のポ

ジション) 

○標準的な廃棄物処理システム 

②人口・排出量の将来予測 

③廃棄物減量化等目標値の設定 

○国の目標値 

○類似市区町村におけるベストプ

ラクティス等 

④廃棄物処理システムの検討・決定 
○戦略的環境アセスメントの実施 

 ・複数システム案の比較・検討 

 ・LCA、LCC による複数システム

案の評価 

 ・住民への情報公開、意見交換 

⑤一般廃棄物処理基本計画策定 ○廃棄物減量化等目標値の達成や

廃棄物処理システムを実現するた

めの基本的施策の決定 
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第５章 ガイドライン骨子案 
 第３回検討委員会において検討を行った、ガイドライン骨子案を以下に示す。本ガイドライン案につ

いては、来年度の検討委員会において引き続き内容の検討を行っていく。 

 

１．ガイドラインの目次構成 

  ガイドライン骨子案の目次構成は以下のとおりである。 

 

第一 ガイドライン策定の背景 

第二 ガイドラインの目的 

第三 適用対象・範囲 

第四 基本的な考え方 

第四の一 市区町村自らのマネジメントの向上と各主体間の情報共有によるアカウンタビリティの向上 

第四の二 ベンチマーキングの考え方の導入 

第四の三 評価指標の設定 

第四の四 現状の把握・評価 

第四の五 戦略的なマネジメント 

第五 具体的かつ標準的な方法 

第六 本ガイドラインの活用方法 

第七 ガイドラインの実効性を高めるための支援体制づくり 

第八 その他 

 

２．ガイドライン骨子案 

  第３回検討委員会において検討を行った骨子案を以下に示す。 
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ガイドライン骨子 備考 

第一 ガイドライン策定の背景 ガイドラインの活用で解決すべき

課題 

１． 市区町村等が責任を負う一般廃棄物処理を取り巻く状況については、国全体で循環型社会形成推進に努力が

なされているが、依然として発生抑制は不十分であり（資料１）、分別・リサイクルによる減量化は地域的にはそ

の取り組みが効果を挙げてきているものの、一層の改善を要する市区町村等も存在する（資料２）。最終処分量

も着実に減少しているが、首都圏などにおける処分場確保は依然として厳しい状況（資料３）であり、最終処分

量の一層の削減が必要である。 

○発生抑制、減量化・リサイクル、

最終処分量の低減の必要性→評

価指標へ 

２． 一方で、一般廃棄物処理を進めるにあたって他の環境対策からの配慮の重要性も増している。天然資源消費

の抑制や地球温暖化問題（資料４）の解決のためには、エネルギー消費量の削減、温暖化ガス排出の削減など

が同時に求められる。特に、化石資源由来のエネルギー消費を抑制することが重要であり、そのための発生抑

制や再資源化技術の高度化が必要である。加えて、新エネルギー利用による化石資源の代替や新エネルギー

供給なども今後の一般廃棄物処理システムに求められる機能である。さらに危機管理の観点から、大規模災害

時に備えたシステム整備も必要である。（資料５） 

○他の環境対策の観点からの配

慮：脱温暖化、天然資源消費抑制

→最終的なアウトカム指標へ 

○新エネルギー代替・供給、大規

模災害時の危機管理→システム

整備・改善にどのように盛り込む

か。 

３． 今後の一般廃棄物処理システムのあり方を考える場合には、社会条件の趨勢も考慮しなければならない。ま

ず、市区町村等の財政逼迫の問題は、税収入の増加が見込めない状況では恒常的に続くものと認識すべきで

あり、市区町村等の公共サービスとしての一般廃棄物処理にも、費用の透明化を図った上で排出者責任に基

づく一定の受益者負担や一層の費用効率化が要求される。また、納税者に対して首長がいかに説明責任を果

たし、情報共有と市民参加による意思決定プロセスをいかに確保するかなど、市民協働型の自主、自立した公

共経営が求められる時代にあり、市民が満足する公共サービス水準を設定維持しながら、いかに企業経営的

な効率化を追求していくかが課題となっていると言えよう。また、市民協働型のシステムづくりを行っていく際に

は、普及啓発、情報提供、環境教育等による住民の自主的な取り組みをいかに促進するかなど、住民の視点に

立ったマネジメントも必要である。以上のように、国全体としての地方分権化や地方公共団体における行政改革

の流れの中で、このような新しい公共経営のあり方に対する解答が早急に求められている。 

○財政逼迫→費用の透明化→一

定の受益者負担・費用効率化→有

料化の議論 

○公共サービス→市民の満足度 

○首長の説明責任 

○情報共有と市民参加、市民協働

○地方分権化と自主・自立型公共

経営 

 



 40 

４． 以上のような背景の下で、市区町村等の一般廃棄物処理は循環型社会構築に向けて転換期を迎えていると言

えるが、個々の市区町村等の置かれている条件を踏まえた適切なシステム転換の方向性を、自らの検討によっ

て明らかにし、一般廃棄物処理基本計画などのマスタープランづくり（資料６）や、継続的なシステム変更・改善

の取り組みに反映させていくことが重要である。また国や都道府県等には、このような取り組みを支援するため

のガイドラインや仕組みづくりなどが求められる。 

○市区町村等が自ら戦略的マネ

ジメントを実行することが必要。 

○マスタープランづくりやシステム

変更・改善へのガイドライン反映 

○国や都道府県等によるガイドラ

インや仕組みづくりによる支援の

必要性 

５． この場合、容器包装リサイクル法などの拡大生産者責任を理念とした個別リサイクル法制度における事業者と

市区町村等との役割分担や、循環型社会形成推進交付金制度（資料７）における施設整備と他の減量化等の

施策との一体的な地域計画づくり、広域的なシステムづくり、またその中での国や都道府県、他の市区町村等と

の連携など、既存の制度、枠組みにおいて進められる施策とも整合をもたせていくことも重要な視点である。 

 

○既存の制度や枠組みにおける

施策との整合→ガイドラインにお

ける評価の前提や活用の対象、ケ

ーススタディにおけるシステムオプ

ションとして考慮 

６． 同時に、個々の市区町村等が抱える問題やニーズは多様であることを踏まえ、それらに応えうるガイドラインづ

くりの視点も必要である。 

 

第二 ガイドラインの目的 

 循環型社会構築に向けて市区町村等の地域条件（資料８）に応じた適切な一般廃棄物処理システムに転換してい

く際に、市区町村等が自らの検討により現状を把握して、ベンチマークとしての戦略的な目標を設定し、計画、実

行、評価、改善の一連のマネジメントを効果的・効率的に行うことを支援するために、基本的な考え方と具体的かつ

標準的な評価方法、適用のモデル的な事例を含む活用方法を示すことを目的とする。また、ガイドラインの実効性を

高めるための関連主体による支援体制のあり方を示す。 

○地域条件をどのように考慮する

か 

 

 

第三 適用対象・範囲 

 本ガイドラインは、市区町村等が実施ならびに計画・管理する一般廃棄物処理を適用対象とする。ただし、処理シ

ステムの適切さを評価・判断する際は、社会全体を範囲としてその最適化を考える。また、一般廃棄物処理に関わ

る市区町村内の各主体だけでなく、処理システムづくりに直接的に関与する国や都道府県、より上流側の生産者や

下流側の再生利用等など、一般廃棄物処理システムの外で間接に関わる主体に対しても適用する。（資料９） 

○社会全体の最適化の考え方

は、ＬＣＡなどに包含されている。 

○市区町村等以外の主体に対し

ても、それぞれの役割と責任を示

す。 

第四 基本的な考え方  

第四の一 市区町村等自らのマネジメントの向上と各主体間の情報共有によるアカウンタビリティの向上  
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 本ガイドラインでは、①望ましい一般廃棄物処理システムづくりに向けて、目標に対する具体的な達成手段とその

効果の予測の下に、マネジメントの改善、向上を市区町村等自らが図っていくことを支援するための指針を示す。同

時に、②他の市区町村等や都道府県、国との間だけでなく、行政、市民、事業者などの各主体間で、一般廃棄物処

理のパフォーマンス等に関する情報を共有することによるアカウンタビリティの向上や、他市区町村等との相対比較

等に基づく妥当な目標設定によって、効率的なマネジメントの実施を支援するための指針を示す。 

○もう少し整理が必要か。 

第四の二 ベンチマーキングの考え方の導入  

１． 本ガイドラインでは、市区町村等が循環型社会形成に向けた業務改善のために設定する水準で、これにより業

務の有効性・効率性等を比較・判断するものをベンチマークといい、ベンチマークの設定から業務改善までの一

連の過程をベンチマーキングという。（資料１０） 

○一般的なベンチマーキングの定

義・概念とは異なるかもしれない。 

２． 市区町村等がベンチマーキングを行う際には、一般廃棄物処理システムを構成する分別排出から収集運搬、

処理処分、再資源化などのそれぞれのプロセス単位から、システム全体までの様々な単位（スケール）での目

標（ベンチマーク）の設定が可能である。また、排出量原単位や再資源化率などの一般廃棄物処理事業そのも

のの水準から、最終的にもたらされる天然資源消費抑制や温暖化ガス削減などの成果（アウトカム）の水準ま

で、段階的な目標の設定が可能である。（資料１１） 

○最終的なアウトカム指標では、

定量的な目標水準の設定が難し

いため、直接的な目標設定は、一

般廃棄物処理事業そのもののパ

フォーマンスに関する目標のほう

が設定しやすい。ただし、ＬＣＡ等

の方法で、アウトカム指標との関

係性については明確にしておく必

要がある。 

３． 本ガイドラインにおいては、主に第四の一の②の目的から、市区町村等の一般廃棄物処理システム総体で、市

区町村等相互に目標達成水準を比較可能とする指標を示し、他の市区町村等との比較の中で相対的な位置を

把握し、優良な他の市区町村等（ベストプラクティス）の水準を参考にして、目標を設定するための考え方を示す

（マクロなベンチマーキング）（資料１２）。相互に比較可能な指標に基づく情報は、多様な関係者で共有可能で

あり、ベンチマーキングの過程のアカウンタビリティを高めることができる。 

 

４． また、主に第四の一の①の目的から、市区町村等の一般廃棄物処理システムの細部にわたり、市区町村等自

らが、現状を把握・評価し、目標を設定して、システム整備、改善等の対応に係る計画、実施、その効果（目標

達成度）の評価の一連を継続的に管理することを可能とする戦略的な目標設定の考え方を示す（ミクロなベンチ

マーキング）。ミクロなベンチマーキングにおいては、目標指標と、その達成手段としての施策やシステムオプシ

ョンおよびその水準に関する指標との関係を明確にし、達成手段に実施による効果の予測の下に、戦略性をも

った実効性のあるマネジメントが可能である。 

○戦略的目標設定とは、目標の達

成が手段の実行による効果として

裏付けられていなければならな

い。 
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５． マクロとミクロのベンチマーキングは、用いる順序や場面が異なる。まず、マクロな評価により、他の市区町村等

との相対的な比較の中で自らのポジショニングや課題等を把握し、その上で改善すべき課題に対してミクロな評

価を行うケースなどが考えられる。あるいは、マスタープランづくりにおいてはマクロ評価、個別プロセスのシス

テム変更・改善の場合は、ミクロ評価を行うケースなどが考えられる。 

６． ベンチマークは、国が示す地域条件に応じた標準的なモデルケースや、地域条件を標準的な評価モデルに入

力して得られる最適解をベンチマークとするケースも考えられる。その場合、他の市区町村等と比較評価は必

ずしも必要ではない。 

 

７． 定量的な指標の算定には、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）やライフサイクルコスト（ＬＣＣ）などの分析手法に

よって得られる情報が活用でき、市区町村等毎のマネジメントの継続的な進捗管理や市区町村間の比較などに

は、環境会計などの共通的な標準仕様を活用することが有効である。 

 

○本ガイドラインでは、具体的な評

価ツールとその活用方法、適用事

例などについても示す。 

○LCC 結果の市区町村間の相対

比較可能性は現段階では疑問。ま

た、現時点では LCC というより、一

般廃棄物処理の自治体コストとい

う段階であり、社会全体のコスト議

論のレベルではない。容Ｒの費用

負担議論とも関係。 

第四の三 評価指標の設定  

１． 評価の指標には、設定目標としての最終的な社会への貢献に関するもの（最終アウトカム）、一般廃棄物処理

の効果水準を直接的に表すもの（中間アウトカム）、施策実施やシステム整備などの水準を示すもの（アウトプ

ット）、コストなどの投資水準を示すもの（インプット）があり、またそれらを処理トンあたり、あるいは処理コストあ

たりで表すことによって、効率性等の指標の設定ができる。これらの段階的な指標は、相互の関連性を明確に

しておく必要がある。 

○評価の分野では、インプット指
標を評価に用いるべきではない
という意見がある。インプットの
指標は、ベンチマーキングには使
える指標であるが、「評価」指標

とよんで良いか検討が必要。 

２． マクロ及びミクロなベンチマーキングを可能とするために、マクロとミクロの評価指標として分けて以下に例示す

る。マクロな指標は、すべての市区町村等で共通的に容易にデータ整備が可能なものとする。現時点で整備さ

れていないデータ・情報は、新たに整備する必要があり、本ガイドラインではその考え方についても提示する。 

（資料１３）（資料１４） 

 

 

（市区町村間比較を可能とするマクロな指標の例） 

○マクロな指標については、数が

あまり多くなりすぎないように、目

的整合性を考慮し絞ることも検

討。 

○マネジメントの対象という意味か

らは、生活系と事業系を分けて考

えることも必要。 
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最終アウトカム指標 一人当たり or 処理トン当たりの環境負荷（資源消費量・温暖化ガス排出量等）、

住民満足度、一人当たり or 処理トン当たりのコスト、コスト当たりの環境負荷、一

人コスト当たりの住民満足度、及びその年度変化率 etc. （空間消費を環境負荷

と捉えると最終処分量も指標となりうる） 

中間アウトカム指標 排出原単位、再生利用率、最終処分量及びその変化率 

アウトプット（施策）指標 処理システムの水準（収集量、焼却量、他中間処理量、資源化量、左記の一人当

たりの量、処理方法別割合など）、各種減量化施策（住民説明会回数、ちらし配

布数など）とその水準（効率：住民の情報認知度、参加率など）、及び左記のコス

ト当たりの数値 etc. 

インプット（投資）指標 一人当たりの処理コスト、一般会計に占める割合、etc. 

 

（市区町村内のマネジメントの向上を可能とするミクロな指標の例） 

最終アウトカム指標（※マク

ロ指標の内訳ではあるが、

プロセス毎の目標としては設

定しにくい） 

プロセス毎（収集運搬、焼却、埋立等プロセス）の処理トン当たりの環境負荷、コ

スト、コスト当たりの環境負荷 

中間アウトカム指標 ごみ種別毎の排出原単位、再生利用率、最終処分量 

 

アウトプット（施策）指標 

 

収集効率・中間処理効率・資源化効率・最終処分効率等を左右する分別数、ステ

ーション数、車両台数や収集人員、技術の種類・水準、発電効率、スラグ生産量、

etc. 

インプット（投資）指標 収集コスト・中間処理コスト・資源化コスト・最終処分コスト、及びその内訳  

 

 

３． 評価指標について、（特にマクロな指標については）市区町村間の相互比較を可能とするために、各指標の定

義、データ・情報の取得方法等について明確に示すこととする。 

 

 

第四の四 現状の把握・評価 

１． 第四の三に示す評価指標などに基づいて、市区町村等の一般廃棄物処理の現状を把握し、改善すべき課題等

を明確にする。 

２． 把握・評価した結果の情報は、地域住民等の関係主体全体で共有することが大切である。 

○現状認識の情報共有が、市民

協働での戦略的マネジメントの第

一歩である。 

○情報共有の在り方についてもガ

イドラインの中で議論しておく必要

がある。 
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第四の五 戦略的なマネジメント  

１． 第四の四における現状評価をもとに、循環型社会構築に向けて明確にされた課題等を改善、解決するための

戦略的な目標を設定する。目標は、第四の三の２に示すような、環境負荷や経済性、市民満足度などの上位の

目標や、発生抑制や再生利用、それらの費用効率の水準など、処理システムの直接的なパフォーマンスを示す

指標などでの設定が可能であり、一般的には後者が理解しやすい。目標設定の際には、優良な他市区町村等

の水準や、国が目指している目標値や方針、市区町村等毎の地域条件を勘案した上での標準的なモデルケー

スや標準的な評価方法により得られる最適解などを参考にして、総合的な検討をもとに設定するものとする。 

地域条件としては、居住住民の特性や産業構造、歴史・文化、地勢的特徴などの他に、医療福祉、教育、都

市整備などの他の分野とのバランスを含めた財政状況や、既存の一般廃棄物処理システムの現状や今後の更

新等の見通しなども勘案すべきである。目標設定の際には、それらの情報を総合的に首長と地域住民等の関係

者が共有し、市民参加型で意思決定を行うことが大切である。 

○目標設定の際には、様々な観点

を総合的に勘案されるべきで、ど

のような観点にウェイトをおくか

は、市区町村等の判断に委ねられ

るべきである。 

○むしろ、担当部局の一部だけで

なく、首長と地域住民全体で共有

し、意思決定していくことが、目標

達成の実効性を高めることにな

る。 

２． 設定した目標を達成するためのシステム整備、変更等に係る計画の策定を行う。計画策定においては、計画の

実施によってもたらされる効果を予測評価し、計画の妥当性を確認しながら行う。計画に基づいて実施し、その

効果を的確にモニタリングし、適切に評価する。評価結果をフィードバックし、計画の見直し、改善に役立てる。 

 

 

○マネジメントにはＰＤＣＡに基づく

継続的なマネジメントサイクルが必

要である。計画の実施による効果

の把握については、最終的な結果

のみでなく、その原因等も把握可

能なモニタリング手法を合わせて

確立しておく必要がある。 

第五 具体的かつ標準的な方法  

第五の一 戦略環境アセスメント（SEA）（資料１５） 

第五の二 廃棄物会計基準に基づくコスト分析 

第五の三 ライフサイクルアセスメント及びライフサイクルコスト分析 

第五の四 環境会計 

 

第六 本ガイドラインの活用方法 ○適用事例毎に目標設定からマ
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第六の一 処理システムの検討 

１．一般廃棄物処理基本計画や循環交付金制度における地域計画などのマスタープラン策定（資料１６） 

２．広域化計画（施設の集約化や大規模災害対応のための広域処分場なども考慮） 

３．分別収集システムの変更 

・容Ｒ対応も踏まえた分別収集システム（分別数・戸別／ステーション回収・プラの可燃ごみ化などについて、中間処

理施設の条件もセットで、いくつかのシナリオで検討） 

・生ごみの分別の有無と処理技術のオプションの検討 

４．処理施設の更新や改善（中間処理施設の更新時のシステム変更。生ごみ関係も事例として重視。３の分別収集

とセットでの議論もあり得る）（資料１７） 

※２～４を示す過程で、標準モデルを示す。 

第六の二 施策・制度の検討 

１．ごみ有料化 

２．情報提供、環境教育等による意識啓発 

３．民間委託、ＰＦＩ 

４．事業系一廃対策 

 

ネジメントの一連の流れを説明。 

○主要指標について、どの指標を

どのように向上させれば、目標と

する指標がこのようになり、マネジ

メントが改善される、というようなわ

かりやすい一覧表もあってよい。ト

レードオフの関係も理解できる。 

○ソフト的な施策にも、ガイドライ

ンの適用を可能とする評価方法・

指標の検討が必要。 

○費用効率化の延長上には、ＰＦＩ

活用も施策としてあり、公設民営ま

では議論可能だが、民設になると

将来像として慎重な議論が必要。 

○処理システムの標準的モデル

の検討では、循環交付金制度によ

る誘導戦略への貢献も意識。 

第七 ガイドラインの実効性を高めるための支援体制づくり  

１．国や都道府県には、市区町村間の一般廃棄物処理システムの状況の比較を可能とする指標に関連するデータ

を毎年度収集し、整理・分析した上で、市区町村等が自らのシステムの状況を客観的に把握できる指標に基づく

結果を公開するような機能と仕組みづくりが求められる。信頼性を担保することを前提に、民間コンサルティング

事業者等の第三者機関にその機能を持たせることも考えられる。 

２．国や都道府県は、１で得た情報等を循環型社会形成推進交付金制度における地域計画策定やその事後評価な

どに有効に活用することも考えられる。 

３．国や都道府県は、本ガイドラインが実効的に活用されるために、市区町村等担当者やそれを支援する民間コン

サルティング事業者等の育成についても支援することが求められる。 

○市区町村等自らが、ガイドライン

の趣旨に則って自主・自立したシ

ステムづくりを行うには、市区町村

等の水準向上を促すインセンティ

ブ付与や支援が不可欠である。 

第八 その他  

１．本ガイドラインの活用の際に使われる指標や評価方法は、十分に確立されたものではない。また、市区町村等に

よって適用の際に必要な情報の整備が実際には困難な場合も多いことから、今後適用事例を積み重ね、継続的

○自ら成長するガイドラインとその

ための仕掛け。市区町村等が参加
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に改善を行っていく必要がある。 

 

２．市区町村間の相対的な比較を可能とする指標の確立については、地域条件の多様性から厳密な比較は困難で

あると考えられる。そのため、まずは市区町村等が自ら改善していくための評価を行うことにガイドライン適用の

主眼を置く。市区町村間の相対的な比較評価へのガイドラインの適用については、評価方法の成熟と市区町村

等における必要な情報整備の進捗に応じて、モデル市区町村等の範囲内での適用・検討を踏まえ、全国への普

及展開を図るものとする。 

 

３． １と２のフォローアップ体制を、環境省等の支援の下につくることも検討に値する。 

共有し、育てていくガイドライン。 

 

1. ガイドラインのタイトルについては、十分議論する必要がある。 

2. 用語の解説も必要か。 
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第６章 ごみ減量化に関する各種ソフト的な施策の効果に関する基礎調査 
 

 １．排出抑制に関する施策 

  １）ごみ処理手数料の有料化 

  （１）平成 15 年度一般廃棄物処理事業実態調査からみた有料化の効果 

   排出抑制を推進するために市町村が実施している代表的な施策としては、有料化の実施が挙げら

れる。生活系ごみを有料化している市町村と無料の市町村における１人１日あたり排出量を比較す

ると、全国平均では有料化している市町村の１人１日あたり排出量は無料の市町村に比べ 100g/人･

日程度少ない。（図表１－２参照）また、市町村の人口規模別に比較しても、一部の例外を除き有

料化している市町村の方が１人１日あたり排出量は少ないことが分かる。現在は、無料の市町村数

が有料化市町村数を上回っており、都市規模が大きくなるほど無料の市町村割合が高くなる傾向に

ある。(図表１－３参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         備考：ごみ処理手数料の有料化については、生活系ごみの可燃ごみ・不燃ごみの両方を有料化している市町村数及び

１人１日あたり排出量を示しているため、市町村数の合計が全国値と一致しない。 

出典：一般廃棄物処理事業実態調査(平成 15年度実績)より作図 

図表６－ １ ごみ処理手数料による１人１日あたり排出量の比較 
 

図表６－ ２ 人口規模別ごみ処理手数料の有無による１人１日あたり排出量 

無料  有料  差 人口規模 

   (g/人･日) 市町村数  (g/人･日) 市町村数  (g/人･日) 

500,000 以上 1,361 23 1,346 1 16 

300,000～499,999 1,201 36 1,132 5 69 

200,000～299,999 1,222 33 1,309 5 -87 

100,000～199,999 1,179 83 1,089 25 90 

50,000～99,999 1,109 155 1,073 58 36 

30,000～49,999 1,105 161 993 78 112 

10,000～29,999 1,000 478 895 287 105 

10,000 未満 871 619 820 638 51 

合計  1,200 1,588 1,097 1,097 103 

出典：一般廃棄物処理事業実態調査（平成 15 年度実績）より作表 
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  （２）有料化導入事例 

    下図はごみ処理手数料の有料化を実施した日野市の事例であるが、ごみ処理手数料の有料化

を実施した結果、排出量は大幅に減少している。また、有料化後も１人１日あたりの排出量は

減少傾向にあり、有料化で懸念されるリバウンドが生じていない。 

 

  日野市の有料化料金（家庭系ごみ袋） 

ミニ袋(5 ㍑相当) 10 円/枚 

小袋(10 ㍑相当) 20 円/枚 

中袋(20 ㍑相当) 40 円/枚 

大袋(40 ㍑相当) 80 円/枚 

   

    また、有料化とあわせて、これまでダストボックス(ステーション)で収集していたものを戸

別収集へ転換している。戸別収集に転換したことによる、モラルの向上とごみ問題への意識の

高まりなどが排出抑制につながっていると推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図表６－ ３ 日野市の排出量の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H12.10 月 
○有料化導入 
○戸別収集開始
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２）生ごみの分別収集開始に伴う減量化 

    下図は生ごみの分別収集を開始した市町村の排出量の推移を示しているが、生ごみの分別に伴

い、排出量が減少している。これは、生ごみの分別収集時に指導を行っている水切りの効果及び

市民のごみ問題への意識の高まりが排出抑制につながっていると推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６－ ４ 水俣市の排出量の推移 
 

 ２．再生利用に関する施策 

  （１）集団回収と行政回収による回収量の比較 

集団回収と行政回収の違いによる品目別１人１日あたり資源回収量の比較を次ページに示

す。 

① 古紙類 

古紙類については、集団回収のみあるいは行政回収のみを実施している市町村間において、

１人１日あたり回収量に顕著な差は見られない。なお、これらを併用している市町村の平均値

は高い値となっている。また、他の品目と比べると、古紙類は市場価値がある上、質的にも集

団回収で扱いやすいことから、半数以上の市町村で集団回収が実施されている。 

② 金属類 

金属類については、集団回収のみを実施している市町村数は極めて少なく、回収量も低い水

準となっており、行政回収のみを行っている市町村と併用している市町村の１人１日あたり回

収量はほぼ同じ値となっている。これは、金属類が中間処理施設において選別・回収が容易で

あるためと推測される。なお、集団回収については、市場性のあるアルミ缶のみを対象として

いる市町村が多いと思われる。 

③ ガラス類 

ガラス類についても集団回収のみを実施している市町村数は極めて少なく、回収量も低い水

準となっており、行政回収のみを行っている市町村と併用している市町村の１人１日あたり回

収量は併用している市町村の方が若干高くなっている。なお、集団回収については、市場性の

ある生きビンのみを対象としている市町村が多いと思われることから、併用している市町村の

回収量が若干高いのは生きビン回収の効果であると考えられる。 

20 分別収集開始 
H14.12 月より 
生ごみ収集開始 
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④ペットボトル・プラスチック類 

ペットボトル及びプラスチック類については、市場性が低いためほとんど集団回収は実施さ

れていない。 

      ⑤布類 

布類については、集団回収のみの場合より行政回収を行っている市町村の方が回収量が多い

傾向にある。なお、これらを併用している市町村の平均値は古紙と同様に高い値を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 15年度一般廃棄物処理事業実態調査（環境省） 

  

図表６－ ５ 集団回収と行政回収による１人１日あたり回収量の差 
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  （２）分別数とリサイクル率の比較 

市町村の分別収集区分数は図表２－１に示すとおりであり、年々分別収集区分数が増加して

いる傾向が見られる。 

また、平成 15 年度における分別収集区分数毎の市町村数及び当該市町村における平均リサ

イクル率を図表２－２に示す。分別収集区分数が増加するほどリサイクル率は高くなる傾向に

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般廃棄物処理事業実態調査（平成 10～15 年度実績）より作図 

図表６－ ６ 分別収集区分数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：平成 15 年度におけるリサイクル率の全国平均値は 16.8％である。 

出典：一般廃棄物処理事業実態調査（平成 15 年度実績）より作表 

図表６－ ７ 分別区分数とリサイクル率の関係(平成 15年度) 
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  （３）収集回数の違いによる１人１日あたり回収量の比較 

     収集回数の違いによる、品目別の１人１日あたり回収量は下図のとおりである。 

     これらの傾向をみると、古紙類及びプラスチック類については、月４回収集までは回収量が

増加しているが、それ以上収集回数が増えても、１人１日あたり回収量の増加は見込みにくい

と言える。（金属類は分別収集によらない不燃ごみ・粗大ごみからの金属回収を含むため、一

概には評価できない。） 

     一方で、ガラス類及びペットボトルについては、週４回収集までは１人当たり回収量が増加

しており、月１回収集の場合と比べガラス類で 2g/人･日、ペットボトルで 2g/人･日増加して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６－ ８ 収集回数と１人１日あたり資源回収量の比較 
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第７章 戦略的な目標設定に向けた施策評価手法の基礎調査 
 

 １．戦略的環境アセスメントの概要 

  戦略的環境アセスメントとは、政策、計画、プログラムを対象とする環境アセスメントであり、事

業に先立つ上位計画や政策の段階で、環境への配慮を意志決定に統合するための手法である。 

  平成 15 年 11 月に「一般廃棄物処理計画策定における戦略的環境アセスメント試行ガイドライン」

が環境省より示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般廃棄物処理計画策定における戦略的環境アセスメント試行ガイドライン 平成 15 年 11 月 

環境省総合環境政策局 より作図 

図表７－ １ 戦略的環境アセスメントの流れ 

 

・意見募集 

・意見交換会 

・公聴会 

・ヒアリング 

１．計画の策定開始と SEA 実施体制 

 

２．計画策定の背景の整理及び前提条件の設定 

 

３．環境配慮方針の策定 

 

４． 計画の目的の確認 

 

５．複数案設定の方針の検討 

環境配慮計画書 

６．環境配慮報告書に対する市民参加 

 

７．市民意見と反映結果 

 

８．複数案の設定 

 

９．環境項目・指標及び評価手法の選定 

 

１０．影響の予測結果 

 

１１．評価 

１２．環境評価報告書に対する市民参加 

 

１３．環境評価報告書の作成及び公表 

 

１４．計画への反映 

 

・意見募集 

・意見交換会 

・公聴会 

・ヒアリング 

環境評価報告書

（案） 
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２．一般廃棄物処理基本計画における意志決定の事例 

   市町村において、一般廃棄物処理基本計画で次期廃棄物処理システムの検討を行った事例を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７－ ２  環境負荷評価項目 

環境要素 指標 内容 試算方法 

最終処分量 最終処分場の規模による自

然環境の破壊 

埋立対象物量より推計 地域環境保全 

 

ダイオキシン類 

 

焼却施設から発生するダイ

オキシン類年間排出量 

排ガス中濃度、残渣中濃度より総排

出量を推計 

リサイクル率 リサイクル率(リサイクル量

÷ごみ排出量) 

ごみ排出量に対する総資源化量の

割合 

資源の枯渇 

 

エネルギー消費量 消費エネルギー量 

エネルギー回収量 

施設処理に伴う消費エネルギー量 

回収可能な熱エネルギー量 

地球環境 温室効果ガス排出量 ごみ処理事業に伴って排出

される温室効果ガス 

①ごみ中のプラスチック類焼却量 

②施設稼働に必要な燃料使用量 

 

図表７－ ３ 経済性評価項目 
経済的要素 方法 

施設建設費 必要となる施設建設費を過去の建設実績より算出する。 

施設維持管理費 必要となる施設維持管理費を一般的な事例を基に算出する。

・用役費 施設を稼働するための燃料等の経費  

 ・人件費      〃   の人件費 

施設補修費 建設費に対する補修比率より、年間の補修費を試算する。 

その他経費 容器包装リサイクルに必要な経費負担を試算する。 

 

①複数案の設定 

今後のごみ分別・処理体制について、複数のシステ

ムを設定する。 

②調査・予測・評価の項目及び手法の選定 

③調査・予測・評価の実施 

④システム・計画の決定 

⑤ごみ減量等目標値の決定 

 

 

 

 

 

○○市一般廃棄物処理施設整

備検討委員会 

審議 

審議 

審議 

審議 

審議 



 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７－ ４ ごみ処理システムの選択図 
 

 

 

 

 

システム システム システム システム システム システム

＜選択１＞ 

施設集約化 

＜選択２＞ 

焼却残渣資源化 

＜選択３＞ 

その他プラスチック

製容器包装分別収集 

＜選択４＞ 

汚泥の堆肥化 

しない する 

しない する 

するしない

しない する するしない

検討結果-１ 

検討結果－２ 

検討結果－３ 

検討結果－４ 

＜選択４＞ 

汚泥の堆肥化 

 

 

委員会が選択

したシステム
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第８章 住民や事業所への情報提供項目・方法に係る基礎調査 
 

   廃棄物処理の指標について、様々な指標を設定し、今後事業効果を検証していくとしている福岡

市の事例を以下に示す。 

 

（１）数値指標 

ごみ処理量、ごみ減量・リサイクル率、ごみ処理コスト 

（市全体、家庭系、事業系別に表示） 

 

（２）８つの柱の指標 

本市では、一般廃棄物処理基本計画において、８つの柱を立てており、それぞれの達成度を示

す指標を以下のように設定している。 

 

柱 指標として取り上げるもの 指標として表すもの 

①．地域発意事業 

 

 

 

○校区紙リサイクルステーショ

ン、○紙リサイクルボックス、○

地域集団回収等奨励制度、○環境

市民ファンド活用事業 

○地域発意事業箇所数、○参加者
数、○資源回収量 
 

②．事業者発意事業 
 
 
 

○ISO 等取得事業所、○廃棄物の減
量等に関する計画書(床面積が
1000m2 を超えるもの) 

○事業者発意事業数、○取得事業
所数、○資源回収量 
 

③．地域・事業者支援組織 
 

○全市的なごみ減量・リサイクル
事業の企画・運営 

○団体数、○事業数、○支援事業
数、○資源回収量 

④．基盤整備事業 
 

○分別数、○リサイクルプラザ数、
○地域リサイクルステーション 

○分別数、○施設数 
 

⑤．環境学習 ○リサイクルプラザの状況、○ビ
オトープ教室、○環境デー、○環
境月間、○環境フェスティバルふ
くおか、○市民環境リーダー育成
フォーラム など 

○環境学習講座数、○イベント数、
○参加者・入場者数 
 
 
 

⑥．経済的仕組み ○市民意識調査、○事業者意識調
査 

○経済システムについての認知
度、○行動パターンの変化 

⑦．市民環境ファンド ○市民環境ファンド活用事業 ○市民環境ファンド事業数 

⑧．指針 ○発生回避促進物、○再使用促進
物、○再生利用促進物 

○指針の作成時期・作成状況 

 

（３） 意識系指標 

市政に関する意識調査を毎年実施し、意識の変化を確認している。（平成 27 年度に、「環境に

優しい暮らしをしている」という設問の「実践している」及び「どちらかといえば実践している」

の回答率 70％を目標としている。[平成 15 年度 47.3％]） 

 

  （４）ＧＩＳ福岡市廃棄物情報マップ 

    ＧＰＳ、ＧＩＳを活用し、小学校区毎のごみ量を積算するシステムを導入している。福岡市で

は、地域発意による事業推進を基本としており、小学校区毎の排出量やリサイクル量などのデー

タをホームページで閲覧できるようになっている。 
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別紙 一般廃棄物の適切な処理システムの構築に向けた分別収集等に関するガイドライン 
検討委員会委員名簿 

 
＜委員＞ 
（国立環境研究所） 
   循環型社会形成推進・廃棄物研究センター 
   センター長                              森口  祐一 

＜循環技術システム研究開発室＞ 
   室長                     大迫  政浩 
    <循環型社会形成システム研究室> 
（岡山大学） 
      環境理工学部教授                      田中   勝 
      大学院環境学研究科特任教員                 松井  康弘 
（長崎大学） 
   環境科学部教授                小野 隆弘 
（東京農業大学） 
   国際食料情報学部教授             牛久保 明邦 
（北海道大学） 
   大学院工学研究科教授             松藤 敏彦 
（全国都市清掃会議） 
      調査普及部部長                         庄司  元   
(（株）EX都市研究所) 
   代表取締役                  青山 俊介 
（市町村） 

名古屋市ごみ減量推進室 室長         古谷 伸比固（欠席） 
      日野市環境共生部クリーンセンター長      小林  寿美子 

川口市廃棄物対策課                 渡部 浩一 
   （日本環境衛生センター） 
      理事長                    小林 康彦 
 

＜環境省＞ 
      廃棄物対策課 課長                     粕谷  明博 
      廃棄物対策課 課長補佐                   松澤   裕 
      廃棄物対策課 課長補佐                    高橋  一彰 
      廃棄物対策課 分別普及係長                村松  卓己 

 
＜事務局＞ 
（日本環境衛生センター） 
      理事 東日本支局環境工学部長                藤吉  秀昭 
      西日本支局環境工学部長                       大澤  正明 
      東日本支局環境工学次長                       河邊  安男 
      東日本支局環境工学部課長                     大塚  康治 
      西日本支局環境工学部係長                     土谷  光重 
      西日本支局環境科学部係長                      西  隆行 
      東日本支局環境工学部主任                     齋藤  智之 
 
 (国立環境研究所) 
     主任研究員                         橋本 征二 
      研究員                           田崎 智宏 
      研究員                                    藤井   実 
      NIES ﾎﾟｽﾄﾞｸﾌｪﾛｰ                       村上 進亮 
   NIES ｱｼｽﾀﾝﾄﾌｪﾛｰ                        阿部 直也 
   NIES ﾎﾟｽﾄﾞｸﾌｪﾛｰ                川畑 隆常                               
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